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横浜市火災予防規則（昭和49年３月横浜市規則第23号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

  

（喫煙等の承認等） （喫煙等の承認等） 

第12条 条例第28条第１項ただし書の規定により、同項各号に掲げる場所にお

ける喫煙若しくは裸火の使用又は火災予防上危険な物品の持込みの承認を受

けようとする者は、喫煙等承認申請書（第３号様式）２部を消防署長に提出

しなければならない。 

第12条 条例第28条第１項ただし書の規定により、同項各号に掲げる場所にお

ける喫煙若しくは裸火の使用又は火災予防上危険な物品の持込みの承認を受

けようとする者は、喫煙等承認申請書（第３号様式）  を消防署長に提出

しなければならない。 

２ 消防署長は、前項の規定による承認をしたときは、申請書の１部に承認済

印（第３号様式の２）を押印し、及び必要な事項を記載して、当該申請をし

た者に交付するものとする。 

２ 消防署長は、前項の規定による承認をしたときは、喫煙等承認通知書（第

３号様式の２）により、当該申請をした者にその旨を通知するものとする。 

（第３項から第５項まで省略） 

 

（第３項から第５項まで省略） 

 

（固定避難用タラップの設置及び維持の基準） 

第18条 条例第55条第２項に規定する固定避難用タラップの設置及び維持は、次

に掲げる技術上の基準によらなければならない。ただし、直接地上へ通ずる出

入口のある階とその直上階との間において、他の避難器具等を有効に設置した

と認められる場合は、その部分については、適用しない。 

   （第１号から第７号まで省略） 

(8) バルコニー等には、非常用照明装置を建築基準法施行令第126条の５の規

定の例により設けること。 

  （第９号から第11号まで省略） 

 (12) 固定避難用タラップに設ける金属製避難はしごまたは避難用タラップは、

次によること。 

（固定避難用タラップの設置及び維持の基準） 

第18条 条例第55条第２項に規定する固定避難用タラップの設置及び維持は、次

に掲げる技術上の基準によらなければならない。ただし、直接地上へ通ずる出

入口のある階とその直上階との間において、他の避難器具等を有効に設置した

と認められる場合は、その部分については、適用しない。 

   （第１号から第７号まで省略） 

(8) バルコニー等には、非常用の照明装置を建築基準法施行令第126条の５の

規定の例により設けること。 

  （第９号から第11号まで省略） 

 (12) 固定避難用タラップに設ける金属製避難はしごまたは避難用タラップは、

次によること。 



2/12 

ア 金属製避難はしごは、縦棒を下降口の上方1.1メートル以上の高さから

設けるとともに、その構造、材料及び強度については、金属製避難はしご

の技術上の規格を定める省令（昭和40年自治省令第３号）第３条、第７条

第１号、第８条第１項及び第５項並びに第９条第１項及び第４項で定める

基準に適合するものであること。 

ア 金属製避難はしごは、縦棒を下降口の上方1.1メートル以上の高さから

設けるとともに、その構造、材料及び強度については、金属製避難はしご

の技術上の規格を定める省令（昭和40年自治省令第３号）第３条、第７条

第１号、第８条第１項、第２項及び第６項並びに第９条第４項で定める基

準に適合するものであること。 

（イ省略） 

 

（イ省略） 

 

 （標識等の規格） 

第28条 第21条の２第５号、第21条の３及び第23条並びに条例第14条第１項第

５号（条例第11条の２第１項及び第３項、第14条第３項、第14条の２第３

項、第15条第２項及び第３項並びに第16条第２項及び第４項において準用す

る場合を含む。）、第20条第１項第３号及び第５号、第28条第２項及び第３

項、第65条第４号（条例第67条において準用する場合を含む。）並びに第66

条第３項の規定による標識等の規格等にあっては別表第３の、条例第37条の

２第２項第１号（条例第42条第３項において準用する場合を含む。）及び第 

43条第２項第１号の規定による標識等の規格等にあっては別表第４のとおり

とする。ただし、消防長が火災予防上この規格と同等以上の効果があると認

めるときは、他の標識等をもって代えることができる。 

 （標識等の規格） 

第28条 第21条の２第５号、第21条の３及び第23条並びに条例第14条第１項第

５号（条例第11条の２第１項及び第３項、第14条第３項、第14条の２第３

項、第15条第２項及び第３項並びに第16条第２項及び第４項において準用す

る場合を含む。）、第20条第１項第３号及び第５号、第28条第２項及び第３

項、第65条第４号（条例第67条において準用する場合を含む。）並びに第66

条第３項の規定による標識等の規格等にあっては別表第３の、条例第37条の

２第２項第１号（条例第42条第３項において準用する場合を含む。）及び第 

43条第２項第１号の規定による標識等の規格等にあっては別表第４のとおり

とする。ただし、条例第28条第３項の規定による喫煙所の標識については、

健康増進法（平成14年法律第103号）第33条第２項に規定する喫煙専用室標 

識を設置することをもって代えることができる。 

２ 前項ただし書の規定によるほか、消防長又は消防署長が火災予防上別表第

３又は別表第４の規格と同等以上の効果があると認める場合は、他の標識等

をもって代えることができる。 
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別表第３（第28条） 
標 識 等 の 規 格 等 

種類 様式・形状・寸法 色 掲出場所等 
省 略 

禁煙の標 
識 

 

地   赤色 
文字  白色 
シンボル部分 
地   白色 
円形帯・斜線 
    赤色 
図記号 黒色 

 

火気厳禁 
の標識 

 

地   赤色 
文字  白色 
シンボル部分 
地   白色 
円形帯・斜線 
    赤色 
図記号 黒色 

 

省 略 

喫煙所の 
標識 

 地   白色 
文字  黒色 
シンボル部分 
図記号 黒色 

 

省 略 

別表第３（第28条） 
標 識 等 の 規 格 等 

種類 様式・形状・寸法 色 掲出場所等 
省 略 

禁煙の標 
識 

 
地   赤色 

 
文字  白色 

 

火気厳禁 
の標識 

 
地   赤色 

 
文字  白色 

 

省 略 

喫煙所の 
標識 

 地   白色 

 
文字  黒色 

 

省 略 
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（備考） 

 
 
 
 
 
 

１ 文字の下に、外国語による同義語を併記することができる。 
２ 文字は、縦書きにすることができる。 

（備考） 
１ 禁煙の標識及び火気厳禁の標識には、国際標準化機構が定めた規格第701

0号又は日本産業規格Z8210に適合する図記号を他の部分と明確に区分でき

るよう併記すること。 

２ 喫煙所の標識には、国際標準化機構が定めた規格第7001号又は日本産業

規格Z8210に適合する図記号を他の部分と明確に区分できるよう併記するこ

と。 

３ 文字の下に、外国語による同義語を併記することができる。 
４ 文字は、縦書きにすることができる。 
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